
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

平成 28 年に川口市が取得した芝樋

ノ爪１丁目地内の公園用地について、

まちづくり協議会では「公園づくり 

検討会」を開催し検討を重ね、平成

29 年 12 月 21 日（木）に提言書と

して川口市に提出しました。 

今後は、まちづくり協議会からの 

提言書を受けた川口市が、公園の整備

を行います。 

 

川口市 都市整備部 市街地整備室 住所：〒333-0853 川口市芝園町３－１７ 

TEL：048-264-5321（直通）  FAX：048-264-5322 

問合せ先 ※詳しくは川口市ホームページをご覧ください。 

まちづくり協議会ニュース まちづくり協議会ニュース 

発行日 ： 平成 30 年 1 月 

発行 ： 芝樋ノ爪及び芝４・５丁目地区まちづくり協議会 

  (事務局)川口市都市整備部市街地整備室  

編集協力 ： ㈱首都圏総合計画研究所  

４ １ 

 「樋ノ爪お山の公園」提言書を市へ提出しました！ 

▲鳩ケ谷庁舎にて、作間会長から鹿島都市整備部長へ

提言書を提出しました。 

●幼児 × 遊びの場 
「２～５歳ぐらいの小さな子どもを遊ばせられる公園が近くにない」「小学生向けのすべり台などは小さ

な子どもにはまだ危なくて遊ばせられない」などの意見より「幼児」を主な利用対象者としました。 

また、公園としての位置づけは、「幼児がメインの遊びの場」「幼児がメインの遊びの場」「幼児がメインの遊びの場」「幼児がメインの遊びの場」としました。 
 

●幼児の保護者 
幼児を主な利用対象者とするため、「幼児の保護者」も主な利用対象者「幼児の保護者」も主な利用対象者「幼児の保護者」も主な利用対象者「幼児の保護者」も主な利用対象者としました。「保護者が子どもを

見守るためのベンチや日除けがほしい」などの意見もありました。 
 

●高齢者 × 憩いの場 
「お年寄りがベンチに座って緑を眺めたり、散歩ができたりする公園にしたい」などの意見より「高齢

者」を主な利用対象者としました。 

また、公園としての位置づけは、「高齢者等の憩いの場」「高齢者等の憩いの場」「高齢者等の憩いの場」「高齢者等の憩いの場」としました。 
 

●高齢者 × 健康づくりの場 
公園としての位置づけは、「散歩道は、健康に寄与するように 10ｍ間隔で、距離の表示を施した舗装が

あると良い」などの意見より「高齢者等の健康づくりの場」「高齢者等の健康づくりの場」「高齢者等の健康づくりの場」「高齢者等の健康づくりの場」としました。 
 

●緑化された場 
公園としての位置づけは、「ベンチがたくさんあって緑がきれいな遊歩道の様な公園が良い」「木陰が  

あると良い」「かわいい花壇があると良い」などの意見より「緑化された場」「緑化された場」「緑化された場」「緑化された場」としました。 

▲平成 29 年２月撮影 

『樋ノ爪お山の公園』の場所 新たな公園として整備

されます！ 

川口市マスコット『きゅぽらん』 
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樋ノ爪お山の 

公園提言書 

を市へ提出 

提言書の詳細は２～４ページへ 

12/21 

■「樋ノ爪お山の公園」の整備方針（詳細） 

 公園づくり検討会の開催経過 

第１回検討会 第２回検討会 第３回検討会 第４回検討会 第５回検討会 

公園整備の  

アイデアを募集 

・現場確認 

・公園の位置づけを意見交換 

・公園の使い方について 

意見交換 

・遊具等の設置の有無や 

配置について意見交換 
・公園“まとめ案”確認 

・維持管理について意見交換 

・ネーミングについて意見交換 

提言書（案）について 

意見交換 
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樋ノ爪お山の公園 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備イメージ（平面） 

２ ３ 

 「樋ノ爪お山の公園」提言書の概要 

 

 
■整備方針 
 

主な利用対象者 
 
●幼児 

●幼児の保護者 

●高齢者等 

公園としての位置づけ 

・幼児がメインの遊びの場 

・高齢者等の憩いの場 

・高齢者等の健康づくりの場 

・緑化された場 

× 

道路 

道路 

フェンス 
集合住宅側との境界には、公園内にも

フェンスを設け、集合住宅側のプライバ

シーを守るなど迷惑をかけないようにす

る。 

平らなキッズスペース 
周辺に設置物があまりない平らな

キッズスペースでは、幼児が自ら創意

工夫をこらして遊んだりする。 

幼児用すべり台 
就学前の小さな子ども

（幼児）が安心して遊べる

お山やすべり台とする。 

 

ダスト舗装 

隣地の集合住宅の 

非常用出入口の位置に 

合わせたプチステージ 
隣地の集合住宅の非常用

出入口と当該公園の高低差

処理を他の機能（＝お⼭）

と兼用させ、間口の狭い敷

地をより有効に活用する。 

 

ベンチ 

人工芝のお山 
ベンチ兼踏み台 
お山の上り下りに

踏み台としても活用

でき、幼児は楽しみ、

高齢者等は健康づく

りの１シーンとする。 

 

ウッドチップ 
舗装 

お山やすべり台

を安⼼して利⽤で

きるよう緩衝機能

となるウッドチッ

プの舗装とする。 

 

駐輪場 

樋ノ爪お山の公園の清掃や花の植え替え等の維持管理は、芝樋ノ爪町会が行うことを整理しました。

主な活動内容と市の維持管理内容は以下のようになります。 

■維持管理 

芝樋ノ爪町会 
●花壇の管理 
  ・花の植え替え（例、年２～４回） 
  ・水やり （例、週１回） 

●公園の軽易な管理 
  ・清掃※ （例、月１回） 
  ・除草※ （例、月１回） 

 

市 

●低木の剪定 

●各種点検・修繕等 × 

B 

B’ 

パーゴラとベンチ 
幼児を⾒守る保護者が

日除けで休憩する。また、

健康づくりなどで利⽤し

た高齢者等が日除けで休

憩する。 

 

車止め 
⾞や⾃転⾞が侵⼊しな

いよう、⾞⽌めを設ける。

但し、⾞いすやベビーカー

などは通れるようにする。 

 

距離が示された 
舗装の通路 

ウォーキングやランニングコー

スとしても利⽤できるよう路⾯に

距離を⽰す。また、陸上競技場ト

ラックのような設えとする。 

 

花壇 
地域の皆さまで花の植え替え

や⽔やりを⾏い、地域に愛される

緑づくりを⾏う。 

 

植栽帯 
⼾建て住宅側に騒⾳等の迷惑

とならないよう、植栽帯によって

緩衝エリアを設ける。 

水道（散水栓） 

水道（手洗い） 

花壇 

Ａ 

Ａ’ 

■整備イメージ（B－B’断面） 

 

B B’ 

主な利用対象者及び公園の位置づけは、以下のように設定しました（詳細は４頁へ）。 

 

 ■整備イメージ（Ａ－Ａ’断面） 

Ａ Ａ’ 

※整備の段階で変更になる場合があります。 


